
※　行程に緑化フェアの拠点会場を追加した場合は、 を加算
　　ただし、算定した補助金額が貸切バスの借上げ経費の額を超える場合は、　
　当該経費の額が上限。また、同一申請者は２０万円を限度

京都丹波エリア内での観光旅行を企画する、旅行業法に基づく登録旅行業者

旅行予定日の１４日前までに申請（メールでの申請のみ受付）

予算額に達するまで受付け（先着順）

詳細についてはこちらからご確認ください

・令和8年9 までの間に催行される で、京都
　丹波エリア外を発着とする貸切バスを利用した「募集型企画旅行」又は「受注
　型企画旅行」
・バス１台につき10 （乗務員及び添乗員を除く。）の参加者がいること
・次の要件を満たす、観光バスツアー

(１) 学校行事として実施するもの 
(２) 国又は地方公共団体が実施する視察又は研修 
(３) 宗教活動又は政治活動として実施するもの 
(４) 他の公的助成を受けている旅行

京都丹波観光協議会（京都府南丹広域振興局・亀岡市・南丹市・京丹波町）
　　　（事務局）　亀岡市商工観光課　　
　　　　　　　　　電話：0771-25-5033　　　E-mail：　syoukou-kankou@city.kameoka.lg.jp

問い合わせ・申込先

補助金額

対象外

補助対象事業

補助対象者

「全国都市緑化フェアin京都丹波」の開催期間内に催行される京都丹波エリア内の
緑化フェアのフェアスポット・観光施設等を巡るバスツアーに助成します。

第43回全国都市緑化フェアin京都丹波
観光周遊バスツアー促進事業補助金

京都丹波

日帰りツアー
京都丹波エリア内で※ 、①緑化フェアの

と②京都丹波エリア内の をそれぞ
れ 訪問（①②は であること）
※京都丹波エリア内の事業者がツアー客向けに製造した弁当利用を含む

宿泊ツアー 上記の要件＋ の宿泊施設で１泊以上

休日等（土日祝を含む） 平日

日帰りツアー ／貸切バス1台 ／貸切バス1台

宿泊ツアー ／貸切バス1台 ／貸切バス1台

申込方法


